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令 和 ５ 年 度 税 制 改 正 要 望 事 項 （ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ） 

（国土交通省航空局総務課企画室） 

項 目 名 航空機燃料税に係る所要の措置 

税 目 航空機燃料税 

要

望

の

内

容 

 
新型コロナウイルス感染症等の影響により、国際線をはじめとする航空旅客需
要はいまだ回復途上にあり、航空ネットワークの担い手である航空会社を取り
巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いている。航空ネットワークを維
持・確保し、航空需要の回復に的確に対応するため、航空機燃料税に係る所要
の措置を講じる。 
 
 
【関連法令】  
航空機燃料税法第 11 条  
租税特別措置法第 90 条の８・第 90 の８の２・第 90 条の９  
沖縄振興特別措置法第 27 条 
 
 

 

 平年度の減収見込額  ―   百万円 

(制度自体の減収額) (   ― 百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   ― 百万円) 

新

設

・

拡

充

又

は

延

長

を

必

要

と

す

る

理

由 

⑴ 政策目的 

 

航空ネットワークを維持・確保するため。 

 

⑵ 施策の必要性 

航空ネットワークは公共交通として国民の社会経済活動を支えるとともに、ポ
ストコロナの我が国の成長戦略の実現に不可欠な「空のインフラ」である。 

新型コロナウイルス感染症等の影響により、国際線をはじめとする航空旅客需
要はいまだ回復途上にあり、航空ネットワークの担い手である航空会社を取り
巻く経営環境は依然として厳しい状況が続いている。 

航空ネットワークを維持・確保し、今後の航空需要の回復に的確に対応するた
め、所要の措置を講じる必要がある。 
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今

回

の

要

望

（

租

税

特

別

措

置

）

に

関

連

す

る

事

項 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

○航空ネットワークの維持・確保 
 
・経済財政運営と改革の基本方針 2022（令和４年６月７日閣議決定） 

２．社会課題の解決に向けた取組 
（３）多極化・地域活性化の推進 

（分散型国づくり・地域公共交通ネットワークの再構築）  
我が国の成長と国民生活を支えるサプライチェーンの強化や観
光等による地域活性化に向けた環境整備のため、航空ネットワ
ークの維持・活性化等に取り組む。 

（観光立国の復活） 
国際交通を支える航空・空港関連企業の経営基盤強化を図りつ
つ、インバウンドの戦略的回復に取り組む。 

 
・新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画 2022 

（フォローアップ）（令和４年６月７日閣議決定） 
Ⅲ．経済社会の多極集中化 
１．デジタル田園都市国家構想の推進 
（２）デジタル田園都市国家を支える農林水産業、観光産業、教育の

推進 
②インバウンドの復活など地域の実情に応じた産業支援 
（地域観光の復活に向けた支援） 
観光需要の回復・拡大に向けて航空ネットワークを維持・強化
するため、航空・空港会社の設備投資等を支援するととも
に、･･･関西国際空港、中部国際空港、福岡空港等の機能強化を
進める。 

 
政策目標 
６ 国際競争力、観光交流、広域・地域間連携等の確保・強化 
 
施策目標 
２４ 航空交通ネットワークを強化する 

政 策 の 

達成目標 

 
― 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
― 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
― 
 
 

政策目標の

達 成 状 況 

 
― 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み 

 
― 
 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

― 

相 

当 

性 

当該要望項 

目以外の税

制上の措置 

― 
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予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
― 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
― 
 
 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

― 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

航空機燃料税について、平成 23 年度～令和 4 年度に軽減措置を
実施。 
直近三年間の見込み減収額は以下の通り。 
 
・本則路線（26,000 円/kl→18,000 円/kl） 
 軽減額※国税庁統計から算出。           
H30 年度  25,880 百万円 
R1 年度  26,413 百万円 
R2 年度   12,830 百万円 
 
・沖縄路線（13,000 円/kl→9,000 円/kl） 
 軽減額                      
H30 年度  15,848 百万円 
R1 年度  16,394 百万円 
R2 年度    9,966 百万円 
 
・特定離島路線（19,500 円/kl→13,500 円/kl） 
 軽減額                       
H30 年度     785 百万円      
R1 年度     778 百万円 
R2 年度     557 百万円 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
― 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

○本則路線 
 国内航空路線に係る運航コストの低減を通じ、国内航空ネッ
トワークの維持・回復につながっている。 
 
○沖縄路線 
 沖縄と本土、沖縄県内を結ぶ路線にかかる航空機燃料税の軽
減措置は、航空運賃の低廉化を通じ、本土から安定的な観光・
ビジネス需要を確保するために有効な手法である。 
 
○特定離島路線 
 離島住民にとって生活や産業を支える重要な交通手段であ
り、軽減措置の実施は地域経済の維持に有効な手法である。 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
― 
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前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
― 
 
 
 
 
 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

・本則特例 
平成 23 年度 制度創設 
平成 26 年度 延長（３年間） 
平成 29 年度 延長（３年間） 
令和２年度 延長（２年間） 
令和３年度 拡充 (18,000 円/kl→9,000 円/kl) 
令和４年度 変更 （9,000 円/kl→13,000 円/kl） 
 
・沖縄路線 
平成９年度 制度創設 
平成 11 年度 拡充（軽減率引き上げ：15,600 円/kl→13,000 円
/kl） 
平成 14 年度 延長（5 年間） 
平成 19 年度 延長（5 年間） 
平成 23 年度 拡充（1 年間）（本則の軽減に伴い軽減率変更：
13,000 円/kl→9,000 円/kl） 
平成 24 年度 延長（２年間） 
平成 26 年度 延長（３年間）、拡充（特定離島路線の一部を 
沖縄路線に変更） 
平成 29 年度 延長（３年間） 
令和元年度 拡充（軽減対象に下地島を追加） 
令和２年度 延長（２年間） 
令和３年度 拡充 (9,000 円/kl→4,500 円/kl) 
令和４年度 変更 （4,500 円/kl→6,500 円/kl） 
 
・特定離島路線 
平成 11 年度 制度創設 
平成 13 年度 延長（２年間） 
平成 15 年度 延長（２年間） 
平成 17 年度 延長（２年間） 
平成 19 年度 延長（２年間） 
平成 21 年度 拡充（２年間）（指定追加） 
平成 23 年度 拡充（３年間）（本則の軽減に伴い軽減率変更：
19,500 円/kl→13,500 円/kl） 
平成 26 年度 延長（３年間） 
平成 28 年度 拡充（指定追加） 
平成 29 年度 延長（３年間） 
令和２年度 延長（２年間） 
令和３年度 拡充 (13,500 円/kl→6,750 円/kl) 
令和４年度 変更 （6,750 円/kl→9,750 円/kl） 
 

 


